
リビングパートナー保険

このたびは、弊社の保険にご加入をいただきありがとうございます。ご契約のしおり・保険の約款をお届けします。
ご不明な点は、下記までご確認ください。
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　　2020.6版　（2020年10月1日以降保険始期契約用）

商品・ご契約内容に関するお問い合わせは…

0120-016-693
平日９時から１８時、土日・祝日９時から１７時（年末年始を除く）

ご不満・ご意見のお申出は…

0120-246-145
９時から１８時（平日のみ）
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0120-01-9016

２４時間365日
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住まいのかけつけサービス

24時間・365日受付！ こんなとき、専門業者を手配します。

付帯サービス
リビングパートナー保険をご契約のお客さまが保険期間中にご利用いただけるサービスです。
※サービスにより対象となる契約条件が定められている場合があります。以下のご案内を確認ください。

このサービスは、部品交換や特殊作業を必要としない【トラブルへの応急処置※】を行うサービスです。

住まいのかけつけサービスは借用戸室修理費用の保険金額（支払限度額）が200万円のプランに
セットされます。

トイレの詰まり カギの紛失 エアコンの水漏れ シャワーのお湯が出ない

（注）交換部品代・特殊作業、応急処置※を超える作業は、お客さまの実費負担となります。
※応急処置とは、特殊作業を必要としない30分程度の軽作業となります。

■住居内（専有部内）での水周りのトラブル時
に、作業時間30分程度の特殊作業を必要
としない応急処置を無料で対応します。
・蛇口からの水漏れ応急処置、パッキンの
点検や調整
・トイレ、排水口の詰まり除去など

■住居内（専有部内）の玄関カギの紛失時
など、一般住宅カギの解錠・破錠作業を
無料で対応します。
・一般住宅カギの解錠（ピッキング、特殊
工具による解錠作業）
・一般住宅カギの破錠（シリンダー部分の
破壊による開放作業）
・中折れカギ、異物の除去
・その他シリンダートラブル（カギが回ら
ないなど）の対応

●原因箇所が共用部分または自治体管理部分に及ぶ場合は、サービスの
対象外となります。

●アフターサービス期間中は、ハウスメーカー等に対応をご依頼いただく
こともあります。

●交換部品代・特殊作業、応急処置を超える作業は、お客さまの実費負担となります。
●トラブルの原因が凍結による場合は、サービスの対象外となります。

●一般住宅カギ（通常のシリンダー錠）以外の特殊カギの解錠・破錠作業は、
お客さまの実費負担となる場合があります。

●解錠・破錠作業時には、運転免許証/パスポートなど顔写真入りの身分証明書
により、お客さまの本人確認が必要となります。

●カギの交換・作成作業（破錠後の新規取付含む）は、別途お客さまの実費負担
となります。（特殊なカギは、交換作成に日数をいただく場合があります。）

●解錠・破錠作業に伴い発生する部品交換費用（部品代含む）はお客さまの
実費負担となります。

●ホームセキュリティなどにご加入されている玄関カギのトラブル時は、
ご加入の警備会社へ依頼する場合があります。

●騒音を伴う破錠作業などは、時間帯により対応できない場合があります。

サービス内容 ご利用の際の注意事項サービスメニュー

水のトラブル

カギのトラブル



■住居内（専有部内）のエアコンのドレン
（室内ホース）の詰まりによる水漏れなどの
トラブル時に、応急処置・状況確認を無料
で対応します。

■住居内（専有部内）の給湯器のお湯が出ない
などのトラブル時に、応急処置・状況確認を
無料で対応します。

●原因箇所が共用部分または自治体管理部分に及ぶ場合は、サービスの
対象外となります。

●応急処置不可またはメーカー保証期間中の製品はメーカーへの依頼を
お願いする場合があります。

●原因箇所が共用部分または自治体管理部分に及ぶ場合は、サービスの
対象外となります。

●応急処置不可またはメーカー保証期間中の製品はメーカーへの依頼を
お願いする場合があります。

エアコンのトラブル

給湯器のトラブル

【サービスご利用に関する注意事項】 （総括契約をご契約の場合の注意事項は、チラシにてご確認ください。）
※1 住まいのかけつけサービスは、“リビングパートナー保険（かけつけサービスセットプラン）”にセットされるサービスです。ただし、次の場合について

はサービスの対象になりません。
・ご契約者または被保険者（保険の補償を受けられる方）が保険の対象の家財を収容する建物に居住していることが確認できない場合など、防犯上
の観点からサービスの提供をお断りすることがあります。
・業者などの手配をする前に、必ず専用ダイヤル（通話料無料）にご連絡ください。事前に連絡がなくお客さまご自身で業者を手配された場合、
サービスの対象とはなりませんので、ご注意ください。

※2 サービスの対象は、保険の対象の家財を収容する建物のうち、ご契約者（または被保険者）が居住する部分に生じたトラブルに限ります。マンション
の共用部分や自治体管理部分が原因の場合は、サービスの対象になりません。

※3“リビングパートナー保険（かけつけサービスセットプラン）”の保険期間中に本サービスをご利用いただけます。
※4 サービスのご利用にあたっては、ご契約の証券番号にて契約確認が必要となります。証券番号が不明、契約確認ができない場合は無料でのサービス

をご利用いただけない場合があります。
※5 作業に際しては、必ずご契約者（または被保険者）またはその同居の親族に立会いいただきます。その際、運転免許証などの公的書類に基づいて立会い

の方の本人確認をさせていただきます。また、法人契約などで、保険証券に被保険者名の記載がされておらず、居住者の特定ができない場合につい
ては、確認資料（運転免許証等）に基づきお名前や所在地等を確認させていただきます。

※6 無料でのサービスのご利用は、1年につき3回（保険期間が1年超の場合は、各保険年度毎に3回）までに限ります。4回目以降はお客さま負担となります。
なお、1回の出動で複数箇所の応急処置を実施した場合は、１箇所につき１回とカウントします。

※7 最寄りのサービススタッフを手配いたしますが、深夜・早朝や道路状況などによりお時間をいただくことがあります。
※8 自然災害・暴動などに起因するトラブル・故意による場合、サービスの対象とはなりません。
※9 サービス利用者が賃借人の場合、部品、設備の交換に関しましては、管理会社さま、オーナーさまの承認を得てからの作業となります。
※10 本サービスは弊社提携会社により提供しております。
※11 保険事故が発生した場合は、別途弊社へご報告をお願いします。 事故受付専用ダイヤル：0120-01-9016（通話料無料）（受付時間：24時間365日）
※12 本サービスは保険約款・特約に基づいたものではありません。また、サービスは予告なく変更、中止または終了することがあります。あらかじめご了承

ください。

ご利用いただく場合のご連絡は（住まいのかけつけサービス専用ダイヤル）

（直接、弊社提携会社へつながります。リビングパートナー保険に関するお問い合わせや事故のご報告などは取扱代理店・扱者
または弊社までご連絡ください。）

0120-535-452 [通話料無料／24時間／365日]



0120－034－864
ご利用いただく場合のご連絡は （けんこう・くらぶ）

次のようなご相談等にご利用ください。
なお、ご相談の内容･情報によっては、ご利用になれない時間帯、地域があります。

※ 上記のサービスは弊社提携会社により提供しております。
※ このサービスは保険約款・特約に基づいたものではありません。また、サービスは予告なく中止または内容を変更する
場合があります。あらかじめご了承ください。

（直接、弊社提携会社へつながります。リビングパートナー保険に関するお問い合わせや事故のご報告などは取扱代理店・扱者または弊社までご連絡ください。）

１. 健康・医療・介護・育児電話相談
健康・医療・介護・育児に関するご相談に、看護
師などの専門相談員がお応えします。

３. 福祉・介護事業者案内
介護が必要になったお客さまに、ご希望に応
じて訪問介護、訪問看護、訪問入浴、介護機器
用品販売・レンタルなどを行う介護事業者を
ご案内します。

５. 病院・老人福祉施設案内
病院・介護施設（ショートステイ・デイサービス
など）・有料老人ホームなどに関する各種情報
をご提供します。

２. メンタルヘルス電話相談
ストレスや不安をひきおこす原因・対処方法等
について、臨床心理士やメンタルヘルスの専
門家が適切なアドバイスをします。

４. ベビーシッター派遣業者案内
就労、旅行、介護、通院・入院などの事情で、乳
幼児のお世話が必要となった場合、ベビー
シッター派遣業者をご案内します。

６. 人間ドック施設案内
人間ドック実施施設の情報をご提供します。
また、脳・心臓などの特殊ドックや婦人科系を
受診できる施設についてもご案内します。

健康･医療に関する
電話相談、情報提供サービス

通話料無料／24時間／365日
※ただし、２．は平日／9:00～20:45、
土日祝日／10:00～16:45











保険証券・重要事項説明書と一緒に、このご契約のしおり・保険の約款を大切に保管してください。

弊社からご契約者のみなさまへのお願い

ご契約内容に次のような変更が発生したときは・・・ 事故にあわれたときは・・・

次のような場合、弊社までご連絡をお願いします。

（１） ご契約者の住所が変更になったとき

（2） ご契約内容の変更をご希望されるとき

（3） 同様の他の保険をご契約されたとき

すぐに取扱代理店・扱者または弊社までご連絡ください。

また弊社の承認がないまま、賠償金等を支払われた

場合には、約款の規定により保険金のお支払いが円滑

に進まなくなる場合があります。


